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（２）床版橋における主桁・床版の区分 

床版橋における主桁・床版の区分は以下を標準とする。（床版橋も主桁と床版

に区分する。） 

（出典：平成 25 年度 中部地方整備局管内橋梁診断業務 橋梁点検の統一事項と

留意点） 
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結果の記入要領」 
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（３）RC 床版における床版、地覆の区分 

床版と地覆の境界が明確でない場合は、下面を床版、側面を地覆とする。 

（出典：平成 25 年度 中部地方整備局管内橋梁診断業務 橋梁点検の統一事項と

留意点） 
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（２）防護柵・高欄と地覆との区分 

防護柵（又は高欄）の外側に明確な目地がある場合は、目地から上側を防護柵

（又は高欄）とし、目地から下側を地覆とする。 

また、防護柵（又は高欄）の外側に明確な目地がない場合は、全て防護柵（又

は高欄）とする。 

（出典：平成 25 年度 中部地方整備局管内橋梁診断業務 橋梁点検の統一事項と

留意点） 
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